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• 我が国の航空をとりまく状況

• 航空交通システムのこれまでの取組み

• 現状の課題
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【羽田空港再拡張概略図】
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羽田空港は、航空需要の増加から発着能力が既に限界

⇒ 発着容量の制約によるボトルネックの解消が急務

1．発着容量の制約の解消

2．多様な路線網の形成・多頻度

化による利用者利便の向上

3．航空市場における真の競争を

行わせるための環境整備

4．都市の国際競争力強化
（都市再生）

5．地域交流の促進、地域経済の

活性化

再拡張により発着容量が大幅に増加

〔再拡張前（H19.9.1時点）〕

３１便／時間
３０．３万回／年(※１)

〔再拡張後〕

４０便／時間
４０．７万回／年（※２）

【再拡張の意義】

※１ H19.9.1より、高速離脱誘導路の整備等に伴い、30便／時間、29.6万回／年か
ら増枠

※２ 発着回数の増加は、管制の安全確保等を図りつつ段階的に実施

○整備内容 〔平成２1年度予算 １，３１３億円〕

・新設滑走路・連絡誘導路の整備

・航空保安施設の整備等関連事業

○平成２２年１０月末の供用開始を目指すとともに、

国際定期便の就航を図る。
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整備概要

首都圏空港の整備（羽田空港）
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国際航空需要の増大に対処し、我が国の国際交流拠点としての機能を確保するため、2009年度末の完成を目指し北伸によ
る平行滑走路の2,500m化の整備を推進、発着枠を２２万回に拡大するとともに、エプロンの拡充や旅客ターミナルビルの能
力増強、物流施設の機能向上、環境対策・共生策等を推進する。

１．平行滑走路の機材制約の緩和

米国西海岸まで可能東南アジア周辺どまり離陸機の目的地

利用可能利用不可ジャンボ機等の利用

2500m平行滑走路平行滑走路(2180m)

２．成田空港の発着可能回数の増大

２２万回２０万回年間発着可能回数

整備後現行

整備計画の概要

未買収地を避けて既に用地取得済みの北側に滑走路を延長

【スケジュール】

06年9月11日 許可

9月15日 着工

09年度末 供用開始予定

整備効果

北

１５

平行滑走路2180m

本来計画2500m

北伸計画2500m

首都圏空港の整備（成田空港）
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国内線、国際線の年間飛行回数の需要予測（暫定値）及び管制官等数推移

※１ 羽田、成田の容量制約がある場合の需要予測の暫定結果。2022、2027年は参考値。

※２ 国内線飛行回数は第９回航空分科会国内線発着回数の需要予測値の半数として計算。
※３ 上空通過機数は、1997年より実績を取っている。

※４ 管制官等数とは、航空管制官、航空管制運航情報官、航空管制技術官の数。

実績値 予測値

※ （ ）内は1990年を100とした値

管
制

官
等

数
（
人

）

（年）

国内線※１※２

国際線※１

上空通過※３

33%増加

参考値

管制官等数※４

2005年～2017年平均増加率

（予測）

上空通過機 4.0％
国際線 3.0％
国内線 1.8％

1997年（4424人）をピークに横ばい

我が国の年間飛行回数は過去15年で２倍程度の伸び。今後の需要予測は、羽田再拡張等を踏まえ、2017年には33％増
加（対2005年値）する見込み。一方、行政の減量効率化の観点から管制官等数は頭打ちになっている。

航空交通量の推移と今後の予測



P5運航者と利用者の多様化するニーズ

 安全性を確保した上で、航空交通量の増大に対応しつつ、利便性の向上、運航コストの削減、業務の効率化など、運航

者や利用者の多様化するニーズに対応する必要がある。

利便性の向上（就航率、定時性など）
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総空港就航率 高カテゴリー空港の総就航率※１
総空港就航率（過去５ヶ年平均） 高カテゴリー空港の総就航率（過去５ヶ年平均）

就航率の推移

新幹線の
平均遅延
時間：

0.3分

新幹線の
平均遅延
時間：

0.3分

運航の効率化（運航コストの低減）

最近の世界的な不況を受け、航空会社の経営が厳しい中、ま
すますの運航の効率化が求められる。

業務の効率化

行政リソースが限られている中、航空交通の増加や多様化す
るニーズに対応するため、業務の効率化が求められる。
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航空保安システムに係る整備費

H6を基準(100)とする一飛行回数当たりの整備費

※１　航空保安システムに係る整備費には、航空路整備事業費、空港整備事業費のうち無線工事及び照明工事分が
　　　含まれる。
※２　使用した飛行回数には、国際・国内線飛行回数が含まれ、上空通過機数は含まれていない。

燃油価格や需要の変化
の影響を受けやすい収
支構造

燃油価格や需要の変化
の影響を受けやすい収
支構造

燃油価格の推移

定時性や就航率など、諸外国に比べ高い利便性を確保しているが、他の交
通機関との競争を踏まえ、より高い利便性が求められる。

飛行回数当りの航空保

安システムの整備費

管制官等一人当たりの航空機飛行回数の推移
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エネルギー消費原単位
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社会的ニーズ（地球環境問題）

 航空分野からのCO2排出量は、我が国全体の排出量の1%未満。しかし、航空交通量の増大に伴い、CO2排出

量の増大が懸念される。
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世界全体における航空分野のCO2排出動向

航空分野の排出量は

世界全体の２．６％世界全体の

CO2排出量

航空分野の

CO2排出量

京都議定書目標達成計画における国内航空の目標

横ばい

目標値

日本国内における航空分野のCO2排出動向

交通分野における地球環境・エネルギーに関する大臣会合

（2009年1月）＜国際航空＞ 抜粋

飛行経路を短縮する改善された航法方式や、更に効率的な航空交通
流管理や空域管理を可能とする航空交通管理をICAO締約国が導入す
ることを促進する。

2010年度のエネルギー消
費原単位を1995年度比で
15%削減すること

航空
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（約1,118万ﾄﾝ）

（約10.9億 ﾄﾝ） （約2.5億ﾄﾝ）

国別排出量（２００６年）
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航空分野からのCO2
排出量は、我が国全体
の排出量の１％未満

我が国からのCO2排出量は
世界全体の排出量の約４％
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• 我が国の航空をとりまく状況

• 航空交通システムのこれまでの取組み

• 現状の課題
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航空審議会諮問第２３号答申概要

衛星データリンク
による管制官とパ

イロットの直接通信

ADS※による

航空機位置

精度の改善

衛星による

全地球的航法

目 的経 緯

国際民間航空機間（ICAO)において、将来予想される航空交通の増大や多様化に対応できるよう
にするため、新技術を活用した新しいシステムの検討が1983年頃から本格的に始められ、1991年の
第10回ICAO航空会議において、人工衛星やデータリンク等の新技術を活用し、全世界的規模での航
空保安サービスを提供する将来の航空航法システム（FANS）構想が承認された。FANS構想は、通信
（Communication）、航法（Navigation）及び監視（Surveillance）にそれぞれ、静止衛星による航
空移動衛星通信（AMSS）、全地球的航法衛星システム（GNSS）及び自動位置情報伝送・監視システ
ム（ADS）などの新技術を導入することにより、航空交通管理（ATM）の実現を目指している。

我が国では、平成６年の航空審議会諮問第23号答申において、ICAOで策定されたFANS構想を踏ま
え、国際的なルールに則り、航空交通の増大や多様化に対応して、航空機の安全運航の確保を最優
先としつつ、航空交通容量の拡大を図るという考え方のもと、我が国の航空交通の実態に適合し、
かつ効率的な次世代の航空保安システムを早急に構築することが必要とされた。

• 航空交通の安全性の向上

• 効率的な航空交通の形成

• 航空交通容量の拡大

• 効率的な航空保安システムの形成

• パイロット・管制官のワークロードの軽減

A
T
M

を
支
援

通信 ommunication 航空交通
(Air Traffic Management)

NDB,VOR/DME

(電波覆域の限界)

HF(間接通信)、

VHF(電波覆域の

限界)

レーダー（電波覆域
の限界）、パイロット
からの間接音声通信
位置通報

航法 avigation

監視 urveillance

航空交通業務
(ATS-Air Traffic Service)

→ 航空機相互間及び走行地
域における航空機と障害物と
の間の衝突予防並びに航空交
通の秩序ある流れを維持促進
する。

航空交通流管理
(ATFM-Air Traffic Flow
management)
→ ユーザとの調整を図りなが
ら、飛行経路に係る調整、交通
流制御を実施し、運航に対する
必要最小限の制約により、交
通需要と空域容量とのバランス
を図る。

空域管理業務
(ASM-Air Space 
Management)
→ 空域ユーザのニーズに
適合する各種空域の最適化、
効率的な飛行経路の設定、
空域の柔軟な使用のための
調整を行う。

航空交通流管理
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CDM

・飛行計画経路の調整
・出発待機などによる交通流制御
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ＡＴＭセンター

航空会社航空会社

情報の共有
協調的意思決定

CDM

・飛行計画経路の調整
・出発待機などによる交通流制御

新通信システム

VHFデータリンク

静止衛星

データ/音声

洋上

航空衛星センター

データ/音声

航空交通管理センター

新航法システム

静止衛星GPS

GPS補強信号

監視局 航空衛星センター

新監視システム
静止衛星

位置情報

洋上

航空衛星センター航空交通管理センター

位置情報

位置情報

レーダー情報

SSRモードS

測位情報

GPS

※自動位置情報伝送機能
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航空交通システムの代表的な取組みについて

【新しい通信・航法・監視（新ＣＮＳ）】
(1) 航空衛星通信(AMSS)の導入
(2)  衛星航法システム（GNSS）の導入
(3)  計器着陸装置（ILS）の高カテゴリー化・双方化
(4)  二次監視レーダー（SSR）モードSの導入
(5)  空港面移動の安全対策

【新しい航空交通管理（新ＡＴＭ）】
(6)  次期管制システム等の導入
(7)  航空交通流管理（ATFM）業務の導入
(8)  調整経路（CDR）の設定
(9) 広域航法（RNAV）の導入
(10) ＵＰＲ (User Preferred Route)方式の導入
(11) 垂直短縮間隔（RVSM）の導入

【その他】
(12) 航空情報提供サービスの高度化
(13) 業務拠点官署への集約等
(14) 航空保安職員の育成の強化

【新しい通信・航法・監視（新ＣＮＳ）】
(1) 航空衛星通信(AMSS)の導入
(2)  衛星航法システム（GNSS）の導入
(3)  計器着陸装置（ILS）の高カテゴリー化・双方化
(4)  二次監視レーダー（SSR）モードSの導入
(5)  空港面移動の安全対策

【新しい航空交通管理（新ＡＴＭ）】
(6)  次期管制システム等の導入
(7)  航空交通流管理（ATFM）業務の導入
(8)  調整経路（CDR）の設定
(9) 広域航法（RNAV）の導入
(10) ＵＰＲ (User Preferred Route)方式の導入
(11) 垂直短縮間隔（RVSM）の導入

【その他】
(12) 航空情報提供サービスの高度化
(13) 業務拠点官署への集約等
(14) 航空保安職員の育成の強化
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(1) 航空衛星通信(AMSS)の導入 , (2)衛星航法システム（GNSS）の導入 （その１）

（ＭＴＳＡＴ覆域図）

平成17年 2月 運輸多目的衛星（MTSAT）新１号機を

打ち上げ

平成18年 2月 同 新２号機を打ち上げ

平成18年 7月 同 新１号機の通信サービス開始
平成19年 7月 同 新２号機の通信サービス開始

平成19年 9月 ＭＳＡＳサービスの開始

①通信機能(AMSS)：

衛星データリンクによる管制官とパイロットの

直接通信

②監視機能(ADS)：

自動的に航空機から伝送される位置情報により監視

③航法機能(GNSS)：

衛星による全地球的航法

°

°

°

°16 0°1 6 0°°

M T S A T 覆 域 図

°

°

°

°16 0°1 6 0°°

M T S A T 覆 域 図

°

°

°

°16 0°1 6 0°°

M T S A T 覆 域 図

【衛星導入前】 【衛星導入後】

ＨＦ通信（音声）

ＭＴＳＡＴ
（運輸多目的衛星）

ＧＰＳ

１．洋上航空管制業務（ＡＭＳＳ・ＡＤＳ）
航空機の安全運航の確保を最優先としつつ、洋上空域における管制間隔の短縮を実現

２．衛星航法サービス（ＧＮＳＳ）

地上の無線施設を利用した航法から、ＧＰＳ等の衛星を利用した航法への移行

洋上管制間隔

縦間隔

横間隔

導入前 導入後（１機体制）

１２０海里

５０海里

５０海里
(H18.7～）

５０海里

短縮 ３０海里
(H20.8～）

３０海里
（導入時期未定）

短縮

短縮

【衛星導入前】 【衛星導入後】

VOR/DME

方位・距離情報

方位・距離情報

慣性航法

VOR/DME
VOR/DME

 

方位・距離情報

 

 

衛星を活用した通信、航法、監視機能の強化により、航空交通の安全性の向上、洋上空域の容量増
大による最適経路の提供、就航率向上等を図る。

RNAV(GNSS)経路

MTSAT

GPS

地上施設に依存しない自由な経路
設定による経路短縮効果

GPS
ＶＯＲ／ＤＭＥ同等以上の就航率
向上効果

従来型経路

導入後（２機体制以降順次）
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(2)衛星航法システム（GNSS）の導入 （その２）

MSASは現在、航空路から非精密進入までの飛行において利用することができるが、計器着陸装置ILSのように精密進入

に使用することはできない。これはGPS信号に影響を与える電離層の活動が日本付近で顕著なため、垂直方向（高さ）の精

度が得られないことによる。このような精度不足を新たなアルゴリズムによるプログラム改修及び監視局追加を行うことで解

消し、MSASの性能を精密進入に必要なレベルに向上させる。

MSASによる垂直誘導で、
高度200ftまで進入降下が
可能となり就航率の向上
につながる

高度300ft
（現在のMSAS）

高度200ft
（CAT-I）

非精密進入

精密進入
(CAT-I)

着陸やり直し

MSAS信号
（GPS誤差補正信号）

GPS

GPS

■青色部分が精密進入(CAT-I)が可能なエリア
イメージ

：既設監視局

：追加監視局（案）

精密進入(CAT-I)は不可
（非精密進入に限定）

日本全域において
精密進入(CAT-I)が可能に

現在の性能 精度向上後の性能
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(3) 計器着陸装置（ILS）の高カテゴリー化・双方化

▲ILS設置空港 63
赤字CAT-Ⅱ/Ⅲ 7

凡 例

平成18年4月1日現在

利尻▲

稚内▲

▲紋別

▲女満別
（ILS双方向整備中）

▲旭川

千歳（防衛庁設置)▲▲
新千歳

×３

帯広▲

▲中標津

▲釧路（CAT－Ⅲb, H7)  

函館▲

▲青森（CAT－Ⅲa, H19)

▲三沢（米軍設置）
大館能代▲

▲花巻秋田▲

▲山形
庄内▲

▲仙台

▲新潟

▲福島

▲成田×4（16R CAT－Ⅲb×1, H8）

▲富山
▲小松

▲大島

▲大阪

▲関西×2（滑走路 CAT－Ⅱ×2, 
H6(A), H19(B)）

▲南紀白浜

▲鳥取
▲出雲▲美保

岡山▲

▲石見 ▲広島（CAT-Ⅲ整備中）
▲宇部

▲高松
松山▲

高知▲
▲徳島

（防衛省設置）

▲北九州

対馬▲

福江▲
（双方向簡易ILS整備中）

▲福岡×2

佐賀▲
長崎▲

大分▲

▲熊本（07 CAT-Ⅲb, H7）

▲宮崎鹿児島▲

奄美▲

▲徳之島

▲下地島×2
宮古島▲

▲那覇

▲東京×3（34R CAT-Ⅱ×1, H9）

能登▲

▲八丈島

▲中部×2（18,36 CAT-Ⅱ×2, H17）

▲久米島

▲神戸

▲種子島

▲名古屋(県)

ジェット機が就航する概ね2,000ｍ以上の滑走路を有する空港には、少なくとも一方
向にＩＬＳを整備。離島等の空港の一部には簡易ＩＬＳを整備している。航空サービス
高度化推進事業として、ＩＬＳの高カテゴリー化、双方向化の整備を要望や費用対効
果（Ｂ／Ｃ）評価等を踏まえて実施。

ＣＡＴⅡ/Ⅲ精密進入灯火

▲広島西(県)

CATⅢa
の場合

決心高0m
滑走路視距離50m

進入灯 滑走路灯火 滑 走 路

約300メート
ル

CAT-Ⅰ

CAT-Ⅱ

CAT-Ⅲ
決心高30m

滑走路視距離350m

決心高60m
滑走路視距離550m

決心高の地点で雲・霧等で滑走路・灯
火が見えなければ進入復行

ＩＬＳグライドパスアンテナ

ILSの高カテゴリー化の推進
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 監視精度の向上
– 高密度空域及びRVSM（垂直間隔短縮）空域の監視に有効

 電波干渉の軽減
– ガーブル等の電波干渉を軽減

 航空機識別コードの増加
– 識別コードの増加（4,096コード ⇒ 約１,68０万コード）により、現行の航空機の

識別コード不足を解消
 データリンク機能

– 航空機が有する種々の飛行情報（機首方位、速度、上昇・降下率、旋回率、選
択高度等）を自動的にダウンリンクする機能を付加することが可能
当該機能を航空管制システムに活用することにより、航空管制の高度化（処理容
量の拡大、安全性の向上など）に有効

 経費の節減
– SSRモードS導入に伴う監視精度向上により、航空路監視レーダーの一次監視

レーダーの廃止が可能となり整備費節減に貢献

電波方向

現在のＳＳＲ SSRモードS

個別・応答

個別・応答

応答

個別質問（共通質問）

（一斉応答）

電波方向

すべての航空機に共通の質
問信号を使用

近接した航空機の応答信
号が重なり解読不能

航空機ごとに個別の質
問信号を使用

応答信号が重ならない

【これまでの整備状況】

【SSRモードS整備計画】
平成10年度

～12年度：導入評価（於：羽田）

平成15年度～：航空路監視レーダー及び洋上航空路監視レーダーを順次更新
横津岳、山田、三国山、上品山、八戸及び加世田航空路監視
レーダー、並びに、いわき及び八丈洋上航空路監視レーダーに
整備済み

平成16年度～：ARTS導入空港のSSRを順次更新
中部、成田、東京、大阪、関西及び那覇空港に整備済み

成果

【SSRモードSの導入効果】

【SSRモードSの動作概要】

25ft 単位100ft 単位気圧高度

100m250m距離精度(注)

0.06度0.15度方位精度(注)

SSRモードS従来型SSR 

【SSRモードSの導入成果】

100ｆｔ単位の気圧高度情報が25ｆｔ単位になるなど、従来型SSRに較べ
監視精度が向上するため、高密度空域やRVSM空域の監視に活用

SSRモードS整備に伴い航空路監視レーダーの一次レーダーの廃止が
可能となり整備費節減に貢献

(注)ICAO Doc 9684
SSRマニュアルより

(4) 二次監視レーダー（SSR）モードSの導入

航空交通量の増大に対応するため、平成15年度より航空路監視レーダー及びターミナルレーダー情報処理システム（ARTS)が導入されている
空港の二次監視レーダー（SSR)を監視精度が高いSSRモードSに更新。
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(5) 空港面移動の安全対策

▼ビル陰などレーダーの届かないエリアが存在
▼降雨により監視性能が劣化
▼航空機の識別用タグを管制官が手動で行う
必要

受信局Ｃ 受信局Ｄ

受信局Ｂ受信局Ａ
モードＳ

信号

マルチラテレーション技術の利用

特長
・航空機からのモードＳ信号を各受信局で受信し、

航空機の正確な位置を特定可能
・航空機の自動タグ付けを可能とし、降雨の影 響

を受けない

【現行の空港面探知レーダー】

空港面探知
レーダー

現羽田の表示例

着陸機が接近中に出発機または
横断機が滑走路に入った場合

【滑走路占有監視支援機能】

３
４ Ｒ

DEP1001
B763 SNE7

34R 注意喚起表示

Ａ
ARV2233
003 B74D1.0

イメージ図

航空機の滑走路侵入トラブル（誤出発・誤進入等）やヒューマンエラーを予防するため、航空機動態監視能力の向上及び、管
制官・パイロットが利用する各種支援システム（停止線灯システム、滑走路占有監視支援機能など）の整備を実施。

【実施状況】

［閉鎖滑走路表示］
平成18～19年度 12空港で運用開始

［停止線灯火システム］
平成８～19年度 16空港で運用開始

［滑走路占有監視支援機能］
平成18年度 羽田空港整備開始
平成21年度 羽田空港運用開始

3
4

T
5

3
4

T
5

3
4

T
5

3
4

T
5

3
4

T
5

3
4

T
5 停止灯の消灯は飛行場

管制席が操作。

航空機が停止灯通過後

センサーにより自動点灯

閉鎖滑走路など滑走路の運用情報を
自動で表示し、管制官のヒューマンエラー
を防止

パイロットの管制指示聞き間違え等による
滑走路誤進入の防止

【閉鎖滑走路表示 】

【停止線灯システム（STBL） 】

３
４ Ｒ３
４ Ｒ３
４ Ｒ



P15
(6) 次期管制システム等の導入

次期管制システム導入による管制処理能力の向上

システム間を連携し、最適なヒューマンマシン・インター
フェースの提供、多様な管制支援機能の提供により、航
空管制官のワークロードを軽減し、管制処理能力を向上。

羽田再拡張等の空港整備による航空交通量の増大等に対応した管制処理能力の向上等を図る。（H20～H21年度）

【現行管制システム】

到着順位等は管制官の
経験と技術により設定

運航票（紙）の配置、並び替え、指示事項
の記録は管制官が手作業で実施

次期管制卓システム

【主な機能 】レーダー情報の処理

次期レーダー情報処理システム
【主な機能 】レーダー情報の処理

運航票の配布作業及び記入作業の自動化
到着順位アドバイス、レーダー誘導コース
アドバイスの提供により、管制官を支援

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｃ

ＡＡ

ＢＢ

ＡＡ

Ｃ

【主な機能】 飛行計画情報
レーダー情報の表示、
対空通信

運航票の電子表示化
管制支援機能の例

羽田空港羽田空港

東京ターミナル空域

大
島

新
島

三宅島

浜松
ＪＡＬ１
１６０
Ｇ４５ ０１

ＡＮＡ００２
２１０
Ｇ４４ ０２

ＡＮＡ００３
２７０
Ｇ４２ ０３

ＪＡＬ０２３
２９０↓３１８
Ｇ４２ ０４

ＪＡＬ０３４
３３０
Ｇ４８ ０５

到着順位アドバイス

レーダー誘導コースアドバイス

羽田空港
ＪＡＬ１
１６０

Ｇ４５

０１

ＡＮＡ００２
２１０
Ｇ４４

ＡＮＡ００３
２７０
Ｇ４２
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レーダー誘導コース
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到着順位
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新飛行情報管理システム
【主な機能】飛行計画情報等の処理
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通過順に自動的
に並び替え

０２

０３
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(7) 航空交通流管理（ATFM）業務の導入

平成１７年度に開設した航空交通管理(ATM)センターにおいて、飛行計画経路の調整、出発待機や迂回指示など航空路や空港における交通流
の調整を実施している。（本業務の開始は平成６年度からであり、その後、ATMセンターの開設に伴い、ATMセンターにおける業務となった。）

羽田空港

関東南
セクター

現状の課題
羽田空域へ繋がる
関東南セクター等の
混雑が著しい

羽田空港
多数の合流機や羽田到着
機の間隔調整が必要

混雑セクターの例

長時間の出発待機

空中待機

ダイバート悪天時の空港や航空路の混乱

混雑セクター
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航空交通気象センター

計画的な悪天回避

精度の高い気象情報（気象庁）の活
用により適切な着陸の機会を提供

突風、雷等を伴う悪天現象の
短時間予測精度の向上

交通流の予測・制御
精度の向上

イレギュラー対応
能力強化

①

②

③

④

⑤

航空交通管制部等

交通管理調整担当官（ＴＭＣ）

近接セクター

近接セクター

航空会社

協調的連携

整調 期待される効果

混雑セクターの処理能力の向上

混雑セクターで整然と 並
ぶよう、入域する前段階
での順位・間隔調整 悪天解消等の予測精度の向

上により出発待機時間を縮減
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航空交通管理センター

飛行計画
の調整

迂回経路

協調的連携
航空会社

連携

ＴＭＣ：Traffic Management Coordinator

運航ダイヤ
の検証調整
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(8) 調整経路（CDR）の設定

空域の有効利用を図るための空域管理（ASM)業務の１つとして、防衛省／米軍の訓練空域等の航行について弾力的な調整を行っている
他、平成１８年度から、自衛隊空域において自衛隊が使用していない時間帯の民間機の航行を可能とする調整経路（CDR)を設定している。

公示済

空域の有効利用調整

調整経路の設定・展開等により空域の柔軟な利用を図る。
また、米軍再編に対応するため、より積極的に空域を柔軟に利用する手法について検討する。

自衛隊等の訓練空域等の存在のため直行できない

訓練空域等

・利用調整により訓練空域等が訓練に
使用されていない時に、民間機の通過を許可

航空交通管理センター
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調整経路等による訓練空域の利用 （H18年度～）
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訓練等に使用されていない時 調整経路

管制官の指示による直行
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(9) 広域航法（RNAV）の導入

VOR/DME 測位・計算VOR/DME

VOR/DME、ＧＰＳ等

VOR/DME等地上施設からの電波を受信し、電波発信
源に向けて飛行。

VOR/DME、GPS等からの信号をもとに自機位置を測位し、計
算処理して飛行コース等を柔軟に設定可能。

受動的な飛行 自律的な飛行

運航は、航法機器・地上施設に依存
［航法支援施設＝特定］

運航は、航法の性能（精度）に依存
［航法支援施設＝不特定］

技術革新

運航効率・就航率の向上、環境負荷軽減

空の交通にとって ・・・ 航空機にとって ・・・

増加する航空需要への対応

【RNAV】

【現在】
集中

交通流の円滑化

容量拡大と安全性向上

VOR/DME 複
線
化

西行き一方通行化

東行き一方通行化

VOR/DME

２．導入効果

１．ＲＮＡＶとは

＜従来の航法＞ ＜ＲＮＡＶ（広域航法）＞

飛行時間・距離の短縮

従来RNAV

地上施設配置や地形による制約
が緩和され、進入ルート、運航
条件が改善される。

欠航・遅延の低減
地上無線施設上空での航空機の集中が解消される。

交通流の円滑化・容量拡大、運航効率・就航率の向上等を図るため、航空機が高い航法能力を有していることを利用した広域航法（RNAV）運航
方式を導入した。平成４年度に航空路で、平成11年度にターミナル空域でそれぞれ試行運用を開始し、その後平成17年度にRNAV進入方式を導
入した。平成19年４月に国際基準が制定されたことを受けて、同年、国際基準に準拠したRNAV運航方式をアジアで初めて本格導入した。
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(10) ＵＰＲ (User Preferred Route)方式の導入

UPR方式

運航機材・運航時刻・気象予報等
を考慮して運航者が任意に作成した経路

現行方式

飛行の約２４時間前の気象予測
に基づいて管制機関により設定され
る経路

航空会社が自社の運航便に合わせた最も希望する経路を飛行することを可能とするため、UPR（洋上
空域において航空会社が運航機材・運航時刻・気象予報等を考慮し任意に作成する飛行経路）方式の
試行運用を平成19年度から日本－ニュージーランド間及び日本－ニューカレドニア間で導入した。その
後、平成20年8月には日本－ハワイ間においても導入した。
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(11) 垂直短縮間隔（RVSM）の導入

空域の容量拡大、有効利用を図るため、29,000ft 以上41,000ft 以下の高度帯において、垂直の管制間隔を従来の2,000ftか
ら1,000ft 間隔へ変更する垂直短縮間隔（RVSM）を導入した。

H12年２月 洋上空域（太平洋路線）で導入（アンカレッジ・オークランドFIR同時実施）
H14年２月 アジア路線で導入（台北・マニラFIR同時実施）
H17年９月 国内空域に導入

【実施状況】

【導入効果】 ○航空路の容量拡大（高々度空域の容量倍増）

○運航効率の向上（燃料効率の良い高度を航行できる航空機が増加）

○安全性の向上（高度選択の幅が広がり、管制処理の柔軟性が向上）

高精度の計器等を備
え、管制官の指示に
従って航行

有視界飛行方式
による飛行禁止

39,000ft

38,000ft

31,000ft

30,000ft

29,000ft

41,000ft

40,000ft

32,000ft

28,000ft

27,000ft

39,000ft

38,000ft

30,000ft

29,000ft

41,000ft

40,000ft

32,000ft

28,000ft

・・・

短縮

2,000ft→1,000ft

・・・

導入前 導入後

31,000ft

27,000ft

（600m） （300m）

飛行可能
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(12) 航空情報提供サービスの高度化

利用者等による航空情報の加工時のミス等を防止し、安全性及び利便性を向上するため、平成19年度に開設した航空情報
（AIS）センターにおいて、電子化された高品質な航空情報を提供することにより利用者の業務効率化を図るとともに、航空情
報提供サービスの集約により業務の効率化を図っている。

情報の電子化による効果
○入力ミスなどの発生防止
○ユーザー・フレンドリーなグラフィック表示
○関連情報の容易な照合

航空会社等

管制機関
空港管理者等

データベース化

飛行場

その他

気象

品質管理システム（ISO9001準拠）の
導入

自家用・事業用
操縦士等

オ
ン
ラ
イ
ン
提
供

機上装置

？？

航空路

飛行方式

(0001/06 NOTAMN
Q)RJJJ/QMRLC//M/A/000/999/
A)RJTT B)0701151700 C)0701152000
E)RWY 04/22-CLSD DUE TO MAINT)

航空情報（AIS）センター

航空灯火

航空機の運航に必要不可欠な情報を紙やテキスト
（文字）で提供しており、品質・利用面に課題がある

緊急的に周知を図る必
要がある情報（滑走路
閉鎖等）

航空局が提供
する航空情報

どれが
閉鎖中？

テキスト（文字）のた
めイメージしづらい

緊急的な情報に
ついては…

照
合

関連する航空情報（AIP等）
の照合に時間を要する

膨大な航空情報

運航者等

無線施設

情報受領

情報の一元的
電子化・編集管理

航空路誌（ＡＩＰ）等
飛行場、航空保安施設等
の基本情報とその変更等

ノータム（NOTAM）

情報の電子化
（H19年度から順次）

・電子AIP（e-AIP）
・グラフィック・ノータム
・電子地形・障害物データ
・電子航空チャート

各運航者、機上装置製造者等

航空図設計者等

作業負荷・
加工ミス発
生の可能性

利用者による航空情報の
手入力

一貫した品質保証
管理体制の構築

平成19年7月より 航空情報（AIS）センター業務開始。品質管理システムを導入。【実施状況】
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(13) 業務拠点官署への集約等

平成13年度から16年度に、他飛行場援助業務（RAG）及び広域対空援助業務を全国８箇所の飛行援助センター（FSC）に統
合し、運航監視及び情報提供等の運航援助を24時間体制で実施している。また、航空灯火・電気施設の運用管理を遠隔で常
時監視するブロック管理官署を全国５箇所に設置し、これに伴う要員の再配置と業務の効率化を実施した。さらに平成11年度
より、国の適切な指示監督の下、航空保安無線施設等の保守業務の民間委託を実施している。

・航空保安無線施設等の保守業務は、
H11年度より、国の適切な指示監督の下、
委託対象施設の拡大による民間委託を推
進

保守業務の民間委託

Ｈ１１～１３年度 対空通信施設、ＮＤＢを対象
Ｈ１３年度～ ＩＬＳ、ＶＯＲ／ＤＭＥ、レーダーを対象

・管制通信業務及び管制情報業

務の一体化に合わせ、H13～16

年度に、全国８飛行援助センター

に統合

業務の拠点官署への統合

飛行援助センター（新千歳、仙台、
東京、中部、大阪、福岡、鹿児島、
那覇）

飛行援助センター

ブロック管理官署（新千歳、羽田、
大阪、福岡、那覇）

管制業務体制

・H16年度より24時間運用官署に新勤務体制を導入することにより、交通量等に応じた合理的な要員配置を実施
・H20年度以降、新管制卓を導入し、サービスを低下させることなく管制業務の効率化を図ることにより、要員を合理化する

・航空灯火・電気施設の管理
業務をＨ１７～１９年度に５拠
点空港に統合
・要員の再配置・業務の再構
築を実施
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将来の交通量増大に対応した次期管制システムなど、航空保安システムはますます高度化しており、また安全管理システム
の導入など新しい技術や方式に対応するための効率的な教育訓練の実施が求められているため、カリキュラムの見直しや質
の充実を図る等、航空保安大学校を活用した航空保安職員育成の強化を図っている。

【現行の職員育成システム】

・訓練機器の老朽化

・航空保安システムの高度化・複雑化

に対応していない

・安全管理に関する基礎教育が不足

次期管制卓システム

航空保安大学校を活用した職員育成の強化

航空保安大学校本校
H20年４月に大阪府泉佐野市に移転

最新の訓練機器の導入
による教育訓練の高度化、
システム関連教育の充実

安全管理システム（SMS)
構築のための安全管理

担当者育成コース等の新設

現航空保安大学校（羽田）の訓練状況

アジア全体の安全性・効
率性の向上のため航空
保安大学を活用した人材
育成、教育支援、人材派
遣の実施

システム関連教育の
充実

ＳＭＳへの対応 e-ラーニングの活用

最新の技術や方式等に
対応するため効率的な
訓練の実施

実施対策
の監視

安全対策
の立案

安全対策の
実施

リスクの評価

安全管理
システム

e-ラーニング
各官署各官署

・保安大本校
・岩沼研修

センター

教官

アジア全体の
人材育成に貢献

高等教育機関等
との連携

保安大

高等教育機関・研究機
関や産業界・航空関係
者等との連携

高等教育機関・
研究機関

産業界・
航空関係者

航空保安大学校
岩沼研修センター

(14) 航空保安職員の育成の強化
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これまでの取組みの評価

航空審議会諮問第23号答申を受けて、運輸多目的衛星（MTSAT：Multi-functional Transport 
Satellite）を中核とした次世代航空保安システムの導入を進めてきており、平成19年度にMTSAT
２号機が稼働し、MTSATによる洋上航空管制業務を開始するとともに、衛星航法サービス
（MSAS）を開始したことから、平成20年度には、本23号答申に基づく次世代航空保安システムの
構築に係る取組みに対し、国土交通省の政策評価として政策レビュー（プログラム評価）を行った
ところである。

政策レビュー（プログラム評価）

◆ 社会経済情勢や政策チェックアップの結果などを踏まえてテーマを選定して、総合的に掘り下

げた分析・評価を行う。

◆ 目標の達成状況や、社会経済情勢の状況に応じて、政策の機敏かつ不断の見直しを行う。

◆ 国土交通省が行っている施策の中から、以下のようなテーマを選定し、計画的に評価される。
○ 国土交通省の政策課題として重要なもの
○ 国民の皆様の評価ニーズが特に高いもの
○ 他の評価の実施結果等を踏まえ、より総合的な評価が必要なもの
○ 社会経済情勢の変化によって一定の見直しが必要と考えられるもの

政策レビュー（プログラム評価）

◆ 社会経済情勢や政策チェックアップの結果などを踏まえてテーマを選定して、総合的に掘り下

げた分析・評価を行う。

◆ 目標の達成状況や、社会経済情勢の状況に応じて、政策の機敏かつ不断の見直しを行う。

◆ 国土交通省が行っている施策の中から、以下のようなテーマを選定し、計画的に評価される。
○ 国土交通省の政策課題として重要なもの
○ 国民の皆様の評価ニーズが特に高いもの
○ 他の評価の実施結果等を踏まえ、より総合的な評価が必要なもの
○ 社会経済情勢の変化によって一定の見直しが必要と考えられるもの
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これまでの取組みの評価について （平成２０年度政策レビュー結果概要）

平成６年の航空審議会諮問第23号答申により、運輸多目的衛星（ＭＴＳＡＴ：Multi-functional Transport 
Satellite）を中核とした次世代航空保安システムの導入を進めてきたが、平成19年度までにＭＴＳＡＴの２機体制が
整い、ＭＴＳＡＴによる洋上航空管制業務(ＡＭＳＳ)及び衛星航法サービス(ＭＳＡＳ)を開始したことから、23号答
申に基づく次世代航空保安システムによる航空保安業務の取組みを評価するとともに、評価結果を今後の施策へ反映
させる。

【委員会の開催及びパブリックコメント状況】

◎第１回委員会：政策目標、評価の視点及び評価のための指標の検討・設定（平成20年 5月21日実施）
◎第２回委員会：政策目標の達成状況分析、問題点の抽出・改善策の検討（平成20年 9月29日実施）
◎評価書（案）に対するパブリックコメント （平成20年11月6日～12月5日意見募集、総数30件の意見（要望を含む））
◎第３回委員会：評価書の取りまとめ （平成21年 1月14日実施）

評価の目的

第三者の知見の活用等（政策レビュー委員会の設置及びパブリックコメント）

次世代航空保安システムの構築の目的を、（1）安全性の向上、（2）航空交通量増大への対応、（3）利便性の向上、（4）航空保
安業務の効率性向上、（5）環境への配慮、（6）国際貢献・連携と整理し、これらの目的に合致し広く国民の視点に立ってわかり
やすく評価を実施するため、以下の５つの視点を設定し、評価にあたっては適宜、「航空会社」、「航空利用者」、「社会全体」か
らの視点で分析することとした。

① 安全に航空交通を利用したい
② いつでも効率的に運航できるようにしてほしい
③ 予定どおりに着きたい
④ 航空保安業務の効率性を向上してほしい
⑤ 環境にやさしい交通手段であってほしい

なお、国際貢献はすべての視点に間接的に関連することから定性的な評価を実施することとした。

評価の視点
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◆ 評価の視点とその指標

6.国際貢献・連携 （→ すべての視点に間接的に関連することから定性的な評価を実施。）

⑬交通流制御の実施回数の推移（次項に分析例を示す）

⑫経路短縮によるCO2削減の推移CO2排出量削減に貢献しているか

5.環境にやさしい交通手段であってほしい （環境への配慮）

⑪単位飛行回数当たりの整備費の推移

⑩管制官等一人当たりの航空機飛行回数の推移航空保安業務の効率化は進んでいるか

4.航空保安業務の効率性を向上してほしい （航空保安業務の効率性向上）

⑨空港就航率の推移（次項に分析例を示す）欠航せずに運航できているか

⑧定時運航率の推移定時性は確保されているか

3.予定どおりに着きたい （利便性の向上）

⑦洋上空域において希望高度を航行した航空機数の推移（次項に分析例を示す）

⑥経路短縮率の推移（次項に分析例を示す）運航コストの低減に貢献しているか

⑤混雑空域の処理容量値の推移

④我が国の飛行回数の推移 （次項に分析例を示す）処理容量の拡大により運航回数の増加に貢献しているか

2. いつでも効率的に運航できるようにしてほしい （航空交通量増大への対応）

③データリンク使用率の推移

②重大インシデント発生件数の推移

①航空事故発生件数の推移（次項に分析例を示す）事故等の防止対策が行われているか

1. 安全に航空交通を利用したい （安全性の向上）

指標評価の視点

各評価の視点の達成度について、可能な限り各種統計や航空交通に係るデータ等を用いた指標により、定量的な評価を行い、必要に応じて
定性的な評価を加えることとした。なお、指標については、政策立案時に特段設定されていないことから、評価の視点毎に政策の達成度を評
価するため、改めて指標を設定することとした。
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表）等を基に航空局調べ

【重大インシデントの発生回数の推移】
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※S46～S48年については、暦年値を使用。    ※上空通過機数についてはH9年度より実績を把握している。

客観的な判断が可能な公表データ及びこれに類する航空局資料を用いて分析することにより、全国レベルないしは世界レ
ベルの比較等が可能である。

【我が国の飛行回数の推移】

「安全に航空交通を利用したい」という視点に対する政策の達成度を判断する
にあたって、“事故等の防止対策がおこなわれているか”という観点から、
「重大インシデント発生件数の推移」を指標設定し分析。

「いつでも運航できるようにしてほしい」という視点に対する政策の達成度を判
断するにあたって、“処理容量の拡大により増加する運行回数に対応できている
か”という観点から「我が国の飛行回数の推移」を指標設定し分析。

＜分析結果＞
航空保安システムに起因する重大インシデントとして、ニアミス及び滑走路誤進入がある。特に
滑走路誤進入は近年相次いで発生しており、現在、ヒューマンエラーの防止対策として、ソフト面
ではコミュニケーション齟齬の防止を推進し、またハード面ではマルチラテレーション※１の導入、
ASDE（空港面探知レーダー）の性能向上を推進しているところである。今後はこれらのハードを
活用し、管制官及びパイロットへの視覚的支援システム等の空港面移動の安全対策を更に強
化して行く必要がある。

※1 マルチラテレーションとは、航空機から送信される無線信号を３カ所以上の受信局で受信して、受信時
刻の差から航空機の位置を推定する監視システム。

＜分析結果＞

飛行回数は平成６年度以降も増加を続けている。これは、空港の施設整備のほか、国内線の
60％が就航している羽田空港の到着機の進入速度を一定にし、滑走路占有時間の誤差を減少
させたことによる羽田到着便の増枠（平成17年度）、国際線の多くが就航している成田空港にお
いて、異なる滑走路へ着陸する航空機の着陸経路を垂直方向に分離し、円滑な運航を行うこと
による増枠（平成17年度）、さらには、管制部間の航空機受け渡し管制間隔を30NMから20NM
に短縮し、航空路においてより多くの航空機を取り扱うことを可能とした（平成10年度）ことによる
ものであり、処理容量の拡大により増加する運航回数に対応できていると言える。

◆ 評価指標の分析例 （その１）
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【洋上空域において希望高度を航行した航空機数の推移】

「効率的に運航できるようにしてほしい」という視点に対する政策の達成度を判断するにあたって、“運航コストの低減に貢献しているか”という観点から、「経路短縮率の推
移」及び「洋上空域において希望高度を航行した航空機数の推移」を指標設定し分析。

＜分析結果＞
【総短縮経路長】

経路毎の短縮経路長 × 航行した航空機数 ＝ 376,250NM （H17～19年度合計）
【総短縮飛行時間】

総短縮経路長 ÷ 想定飛行速度※１ ＝ 708時間 （H17～19年度合計）
※１ 984km／h ：RNAV化した経路で使用されている機材の巡航速度を便数による加重平均
により算出

平成16年度を基準とした調整経路を含むRNAV化による経路短縮率は、平成19年度で
0.25%であり、経路長で172NMに相当する。また、実際に経路を航行した航空機数を乗じた、
総短縮経路長及び総短縮飛行時間はそれぞれ、376,250NM、708時間となった。
経路短縮率0.25％はまだまだ小さな値であるが、今後、平成22年度末までに羽田空港発着等
の主要路線に整備するとともに、平成23年度末までには主なローカル路線にも整備をする予
定であり、また調整経路についても更なる設定を進めていく。さらに平成20年９月には横田空
域の一部が削減され、羽田空港から各地に向かう航空機の経路が短縮される等、運航コスト
の低減に更に貢献できる。

＜分析結果＞
データリンクの導入等により管制間隔を短縮し、洋上空域の容量は増加したが、希望高度
を航行した航空機数の割合は微増に留まっている。これは、隣接する外国管制機関のシス
テム整備等が遅れ、隣接する空域を含めた短縮された管制間隔（50NM）が適用されていな
いことや、短縮された管制間隔を適用するために必要な航空機の搭載機器の導入が十分
ではないためであり、今後これらの要因が解決されることにより順調に向上していくことが期
待される。
またデータリンクの導入等により短縮された管制間隔は、本邦航空会社のみならず、我が
国の洋上を通過する他国の航空会社にも適用されるものであることから、国際貢献に寄与
していると言える。
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※　新１号機による衛星通信ｻｰﾋﾞｽ開始（H18年７月）により、縦間隔を15分（120海里）から50海里に短縮

出典：航空局資料

【経路短縮率推移】

◆ 評価指標の分析例 （その2）
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＜分析結果＞

年々、交通量の増加に伴い、交通制御の実施回数及び単位飛行回数当たりの交通流制
御の実施回数がともに増加している。交通流制御により、地上待機時間が増えるなどの
影響はあるが、上空待機等の減少により、燃料消費量及びCO2排出量の削減に貢献して
いると言える。

「環境にやさしい交通手段であってほしい」という視点に対する政策の達成度を
判断するにあたって、“CO2排出量削減に貢献しているか”という観点から、「交
通流制御の実施回数の推移」を指標設定し分析。

「予定どおりに着きたい」という視点に対する政策の達成度を判断するにあたって、
“欠航等せずに運航できているか”という観点から、「空港就航率の推移」を指標設
定し分析。
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総空港就航率 高カテゴリー空港の総就航率※１

総空港就航率（過去５ヶ年平均） 高カテゴリー空港の総就航率（過去５ヶ年平均）

※１　高カテ実施空港には、関西（Ⅱ、H6・H19）、釧路（Ⅲ、H7）、熊本（Ⅲ、H7）、成田（Ⅲ、H8）、羽田（Ⅱ、H9）、中部（Ⅱ、H17）、青森（Ⅲ、H19)が含

まれる。なお、関西・中部については開港以降（関空H6、中部H17)のデータを使用。

【空港就航率の推移】

＜分析結果＞
積雪や台風など四季折々の気象変動が大きい我が国において、ILSの高カテゴリー化や
双方向化、GNSSの導入等により空港就航率は97％台後半から98％台まで向上しており、
概ね欠航等せずに運航できていることがわかる。また、欠航やダイバートだけでなく、空
中待機等による遅延を減少させることもできていると考えられる。
なお、平成20年度からは、衛星航法補強システム（MSAS）※１を利用することにより、地
上の航空保安無線施設のない離島空港においても、就航率の向上を図っている。

※1 衛星航法補強システム（MSAS）とは、MTSAT（運輸多目的衛星）を用いたGNSS（衛星航法）を
いう。

【交通流制御の実施回数の推移】

◆ 評価指標の分析例 （その3）
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これまでも洋上空域における管制間隔の短縮など国際貢献・連携に寄与してきたと
ころであるが、今後も交通量の急増が予想されるアジア太平洋地域において、安全
で円滑かつ効率的な航空交通を実現するとともに、地球的規模の環境問題にも対処
するため、更なる貢献及び連携が必要である。

(6)国際貢献・連携

現段階ではCO2排出量削減に必ずしも十分に貢献しているとは言えないことから、
今後、広域航法（RNAV）の導入等取組みを充実・強化すべきである。

(5)環境への配慮

航空保安業務の効率化は進んでいると言えることから、引き続き、効率化を推進す
べきである。

(4)航空保安業務の効率性向上

定時性は概ね確保され、空港就航率も向上していることから利便性は向上している
と言える。しかしながら、他の交通機関との比較を踏まえると、定時性の確保につ
いては引き続き改善に向け、努力していくべきである。

(3)利便性の向上

処理容量の拡大により増加する運航回数に対応できていると言えるが、混雑空域に
おいては、ピーク時間帯のニーズには十分応えられていないことから、空域管理の
高度化による空域の有効活用などを実施する必要がある。また、運航コストの低減
に必ずしも十分に貢献できているとは言えないことから、経路短縮等の取組みを充
実・強化すべきである。

(2)航空交通量増大への対応

航空保安システムに起因する事故等はほとんど発生していないことから事故防止対
策は概ね実施できていると言えるが、重大インシデントが発生していることから、
引き続き、安全性向上のため事故防止対策を推進する必要がある。

(1)安全性の向上

評価結果政策の目的

◆ 評価結果


